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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏打ち層を備えたマトリックス（２）と、マトリックス（２）の接着側に位置し、スリ
ットを有する保護シート（３）と、保護シート（３）に貼り付けてあり、保護シート（３
）のスリットを覆うカバー・シート（５）とを含む接着備え付けラミネート部材（１）で
あって、
　保護シート（３）に貼り付けるために、カバー・シート（５）が接着剤（４）で部分的
に被覆してあり、カバー・シート（５）の接着剤のない部分が保護シート（３）のスリッ
トを覆い、且つカバー・シート（５）が、保護シート（３）を完全に覆い、それによって
保護シート（３）のスリットを完全に覆うようにカバー・シート（５）の寸法を保護シー
ト（３）の寸法に対応させることを特徴とする、ラミネート部材（１）。
【請求項２】
　保護シート（３）のスリットが、保護シートの剥離補助手段として機能し、同一または
異なるサイズの１つまたはそれ以上のセグメントに保護シート（３）を分割することを特
徴とする、請求項１記載のラミネート部材（１）。
【請求項３】
　裏打ち層と、マトリックス（２）と、マトリックス（２）の接着側に位置し、スリット
を有する保護シート（３）と、保護シート（３）に貼り付けてあり、保護シート（３）の
スリットを覆うカバー・シート（５）とを含むことを特徴とする、請求項１または２に記
載のラミネート部材（１）。
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【請求項４】
　カバー・シート（５）が、シリコーン接着剤で被覆してあることを特徴とする、請求項
１～３のいずれか１項に記載のラミネート部材（１）。
【請求項５】
　カバー・シート（５）の裏面が、バリヤー層を備え、このバリヤー層が、カバー・シー
ト（５）の接着剤に接着しないことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の
ラミネート部材（１）。
【請求項６】
　ラミネート部材（１）が、経皮治療システム（ＴＴＳ）として構成してあることを特徴
とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のラミネート部材（１）。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のラミネート部材（１）を製造する方法であって、
　ａ）接着備え付けラミネートの保護シート（３）にスリットを設けること、
　ｂ）保護シート（３）を切断することなくラミネート部材（１）をコンターカット加工
すること、
　ｃ）ラミネート部材間に残っている材料を取り出すこと、
　ｄ）接着剤で予め被覆したカバー・シート（５）を保護シート（３）に貼り付けること
、および
　ｅ）ラミネート部材（１）をカットオフすること
の工程を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着側に保護カバーを備える接着的に備え付けたラミネートまたは支持体部
分に関する。好ましくは、該ラミネートまたは支持体部分は、経皮治療システム（ＴＴＳ
）であり、より詳しくは、治療用（すなわち、活性成分を含有する）パッチである。
【背景技術】
【０００２】
　接着ラミネート部材の製作、使用は公知である。たとえば、殆どの場合、ＴＴＳでは、
接着備え付け側、すなわち、使用時に患者の皮膚に接着する側は、部材が互いにまたは外
側包装体に接着するのを防ぐために剥離ライナと呼ばれる保護シートで覆われている。さ
らに、典型的には、保護シートは、切れ目、通常は中央の切れ目を備えており、この切れ
目が保護シートを少なくとも２つの部材に剥がすことを可能にし、剥離補助手段として作
用する。この種のシステムが、たとえば、特許文献１に記載されている。
【０００３】
　しかしながら、この種のラミネート部材すなわちＴＴＳの接着備え付け側の接着剤は、
室温で粘度に依存する、低温流れと呼ばれる流れ特性を有する。これから生じる可能性の
ある結果の１つは、部材の保管時に接着剤が切断縁に漏れ出て、その結果、部材が互いに
、または周囲の包装材（通常、包装材料のパウチ）に接着するという極端な不都合が生じ
る。
【０００４】
　この問題に対する１つの可能性ある解決策が特許文献２に記載されている。そこでは、
感圧性接着剤層上の保護シートが、切断縁の領域で重なり合う２枚のシート部材からなる
ように構成されている。しかしながら、特に、たとえば、接着剤の漏れ出る傾向の高い、
製剤を有するＴＴＳ製品の場合、この対策では、ＴＴＳ製品が包装に接着するのを防げな
い。さらに、このような製品の製作には改良の余地があることが判明する。製造過程にお
いて、裏打ち層、マトリックスおよび中間カバーとからなるＴＴＳラミネートは、裏打ち
層およびマトリックスを貫いてコンターカット加工（contour-cut）される。残っている
ラミネートが取り除かれた後、ダイカットされたＴＴＳは、中間キャリア／カバーによっ
て個別に新しい保護シート（剥離ライナ）に転送される。接着剤の漏出を防ぐために、こ
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の保護シートは、切断縁の領域に重なり合った部分を有する。このプロセスは、多数の材
料を同時に移動させ、正確に位置決めしなければならないので、失敗しやすい。さらなる
不利な点としては、中間キャリアを取り除いて廃棄しなければならないということがある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＤＥ３３４４３３５Ａ１
【特許文献２】ＤＥ１９９２５３３８Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、保管安定性のある、接着備え付けラミネート部材、より
詳しくは、それ自体またはその製造時における従来技術で知られている不利な点をなくし
た保管安定性のあるＴＴＳ製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成すべく、裏打ち層を備えたまたは備えないマトリックスからなる本発明
の接着備え付けラミネート部材は、マトリックスの接着面または接着層上に設けた保護シ
ートを有し、この保護シートが、剥離補助手段として、保護シートに貼られたカバー・シ
ート（カバー・ストリップ）によって覆われたスリットを有することを特徴とする。
【０００８】
　このカバー・ストリップの構造は、好ましくは、保護シートにあるスリットを完全に覆
い、片面を接着剤で被覆してあって保護シートに接着するような構造である。カバー・ス
トリップは、剥離補助手段としての実際の保護シートにあるスリットの機能を損なわない
ように装着される。換言すれば、カバー・ストリップが接着剤で完全に被覆されることは
なく、接着剤で被覆された部分は、スリットの片側にのみ位置する。したがって、好まし
くは、カバー・シートは、その接着剤を持つ幅の約半分のみを覆って設けられる。原則と
して、カバー・ストリップの場合、任意適当な接着剤を使用することができる。たとえば
、樹脂、可塑剤または老化防止剤のような添加物と組み合わせて使われる天然ゴムおよび
合成ゴムに基づく感圧接着剤、ポリアクリレート類、ポリエステル類、ポリクロロプレン
類、ポリイソブテン類、ポリビニール・エーテル類、ポリウレタン類を使用できる。シリ
コーン接着剤を使用すると好ましい。これは、大多数の活性薬物成分では、これらのシリ
コーン接着剤の溶解性が非常に低いので、特に本発明のＴＴＳ製品に当てはまる。さらに
、カバー・ストリップの裏面を、カバー・ストリップの接着剤に接着し得ないバリヤー層
で被覆することが好ましい。これは、特に、シリコーン接着剤で被覆されたカバー・スト
リップを有するＴＴＳ製品に当てはまる。このようなバリヤー層のための適切な材料は、
たとえばポリエチレン・テレフタレートおよびポリエチレンである。
【０００９】
　１つの好ましい実施形態においては、カバー・シートの寸法は、実際のラミネート部材
またはマトリックスより大きい可能性のある実際の保護シートの寸法に対応する。この場
合、保護シートおよびカバー・シートは、実際のラミネート部材の縁を越えて突出する。
これは、保護シート用の付加的な剥離補助手段として機能させることができ、同様に本発
明の好ましい実施形態に対応する。
【００１０】
　実際の保護シートにおける「スリット」という用語は、広く解釈されるべきである。す
なわち、たとえば、ラミネート部材当たり１つの線形スリットに限定されることはないと
いうことである。その代わりに、幾何学的なすべての形態およびパターン（たとえば、複
数のスリット）がここに含まれる。このような例が、特許文献１に開示されている。この
例では、カバー・シートおよび接着剤での被覆領域がこのように構成されている。
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【００１１】
　したがって、本発明は、好ましくはＴＴＳの特性として任意種類の接着備え付けラミネ
ート部材（たとえば、絆創膏、接着ラベル、自着性の郵便切手など）を含む。一般的に、
これらの部材は、複数の層からなり、接着備え付け側または層を有するマトリックス（裏
打ち層の有無は問わない）と、それに隣接した、スリットを備える保護シートと、保護シ
ート上にあって、スリットを、好ましくは完全に覆っている接着剤被覆カバー・シートと
からなる。ＴＴＳの一形態においては、この種のラミネート部材は、一般的に、裏打ち層
と、患者の皮膚に貼り付けるための、活性成分を含む（場合により、別体の感圧性接着剤
層を備える）接着備え付けマトリックスと、スリットを備える保護シートと、接着剤の層
を有するカバー・シートとを含む。ここに述べたラミネート部材の場合、さらなる層を含
んでいてもよいし、または、ここに述べた要素が異なった層を含んでいてもよい。本発明
は、広範囲にわたって使用することができ、特に、すべての接着備え付けＴＴＳと一緒に
使用することができる。
【００１２】
　図１は、本発明のラミネート部材（１）の構造の一例を示している。重要なものは、以
下の通りである。（２）マトリックス、（３）保護シート（剥離ライナ）、（４）カバー
・シート上の接着剤の層、（５）カバー・シートである。
【００１３】
　本発明は、また、本発明のラミネート部材またはＴＴＳ製品を製造する方法も提供する
。この方法は、
　ａ）接着備え付けラミネートの保護シートにスリットを設けること、
　ｂ）保護シートを切断することなくラミネート部材をコンターカット加工すること、
　ｃ）ラミネート部材間に残っている材料を取り出すこと、
　ｄ）接着剤で予め被覆したカバー・シートを保護シートに貼り付けること、および
　ｅ）ラミネート部材をカットオフすること
の工程を含む。
【００１４】
　裏打ち層、マトリックスおよび保護シートからなるＴＴＳを一例として挙げて、以下、
本発明の方法を、この実施形態に限ることなくより詳しく説明する。先に説明した従来技
術と対照的に、最初のラミネートの保護シートは、もはや、後に廃棄しなければならない
中間キャリアとしてのみ作用せず、その代わりに既に最終製品の一部となっている。ＴＴ
Ｓラミネートは、ロールから引き出してからその下面（保護シート側）から軽く切り込み
を入れ、マトリックスおよび裏打ち層がそのまま残るように保護シートに長さ方向に線形
スリットを設ける。連続する次の段階で、裏打ち層およびマトリックスを貫いてコンター
カット加工を行い、保護シートはそのまま残し、次いで、裏打ち層およびマトリックスか
らなる残り材料を取り外す（マトリックスを剥離する）。その後、接触性接着剤で予め被
覆したカバー・シートを、幅の狭いストリップとして、ＴＴＳの下面、すなわち保護シー
トに貼り付ける。この配置では、カバー・シートは、好ましくは、ＴＴＳの保護シートを
完全に覆う。次いで横方向切断を行って個々のラミネート部材をカットアウトした後、Ｔ
ＴＳ部材を、通常、シールしたパウチの形で、外部包装工程へ直接分配する。重なり合う
保護シートを有するラミネート部材についての上述の製造方法とは対照的に、本発明の方
法は、もはや、さらなる別の材料の供給を必要としない。
【００１５】
　上述したように、カバー・シートは接着剤で完全には被覆されておらず、保護シートに
おけるスリットの剥離補助手段としての機能にいかなる悪影響も及ぼさない。したがって
、カバー・シートを製造するための好ましい方法は、必要なカバー・ストリップを簡単な
ローラ・カットによって製造することができるブラック帯域とのローラ被覆法である。カ
バー・シート用の材料としては、原則として多数の材料が適切である。たとえば、シリコ
ーン処理をしたポリエチレン・テレフタレート、ポリエチレン・テレフタレート、ポリエ
チレンおよびポリプロピレンが適切である。カバー・シートの材料は、好ましくは、実際
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【００１６】
　図２は、本発明の製造方法の１つの可能性ある実施形態を示している。ここでの重要構
成は以下の通りである。（６）ラミネート・ロール、（７）スリットを作るための保護シ
ートキスカット用のダイ、（８）前部引張り装置１、（９）コンターカットダイ、（１０
）ダイ切断した剥離マトリックスのための巻取り機、（１１）カバー・ストリップまたは
カバー・シートのための繰り出し機、（１２）積層ステーション、（１３）エンボス加工
ダイ、（１４）前部引張り装置２、（１５）横方向カッタである。
【００１７】
　本発明の製造方法の利点は、特に、新たに供給すべき最終保護シート部材の節減（中間
キャリアの回避）とより容易な作業体制（operating regime）にあり、それ故、より迅速
かつより信頼性の高い製品取り扱いにある。実際の保護シートの取り出しは、（スリット
の片側に結合されて使用される）カバー・ストリップによってより容易に行われる。
【００１８】
　したがって、この方法および本発明による製品構造は、特に、非常に流動性の高い接着
剤成分を原因とする、保護シート・スリットを通しての接着剤の漏出のリスク、それ故、
望ましくない製品相互の粘着または製品の包装材との粘着というリスクがあるすべての接
着備え付け製品について使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のラミネート部材（１）の構造の一例を示す図である。
【図２】本発明の製造方法の１つの可能性ある実施形態を示す図である。

【図１】 【図２】



(6) JP 5586457 B2 2014.9.10

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ハインリッヒ・テーイング
            ドイツ連邦共和国５３４７４バートノイエナール－アールヴァイラー．プファールヴェーク５
(72)発明者  ヴォルフガング・ラオクス
            ドイツ連邦共和国６５５８２ディーツ．アム・カッツェンシュタイン２ベー

    審査官  石井　裕美子

(56)参考文献  特開平０９－２３８９７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０５６７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－１１５６２９（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｋ　　　９／００－　９／７２　　　　
              Ａ６１Ｋ　　４７／００－４７／４８
              Ａ６１Ｌ　　１５／００－３３／００
              Ａ６１Ｆ　　１３／０２
              Ｂ３２Ｂ　　　１／００－４３／００
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

